
ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 

 昨年１２月に成立したＩＲ推進法（特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律）

は、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会において附帯決議が付され、ギャンブル等依

存症の実態把握のための体制整備、ギャンブル等依存症患者の相談体制及び臨床医療体制

の強化などを政府に求めることとされた。 

これを受けて、本年３月、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議がギャンブル等

依存症対策の強化に関する論点整理を公表するなど、対策が講じられているところである。 

 ギャンブル等依存症は、自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題を生じさせるとと

もに、ＩＲ推進法の実施法が制定されれば、カジノ施設を含む複合観光施設の設置が可能

となることから、ギャンブル等依存症対策は非常に重要な課題である。 

よって、国におかれては、ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を図るため、次の事

項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ ギャンブル等依存症の実態を正確に把握すること。 

２ 公営ギャンブル等は、所管官庁が複数にわたることから、ギャンブル等依存症に

総合的に対処するための体制の構築について検討すること。 

３ ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存

症対策の具体的な施策及び実施方法を早急に検討すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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